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森林災害復旧事業等の実施状況について 

１ 被害状況 

(1) 森林の被害面積及び被害額（令和７年 10 月 28 日公表） 

① 被害面積 3,370.15ha 

② 被害額  59 億 3,921 万５千円 

２ 激甚災害の指定 

  令和７年３月 28 日 激甚災害の指定（２月 19 日､26 日発生の林野火災が対象） 

３ 森林災害復旧事業の概要 

(1) 激甚災指定された場合に適用される補助事業（対象：人工林） 

(2) 災害査定の内容 

  事業期間：令和７年度～令和 10 年度 

事業区分 計画量 事業費(千円) 

被災木の伐採及び搬出(ha) 1,248.66 6,952,819 

跡地造林      (ha) 1,279.19 4,688,291 

作業路開設     (ｍ) 34,176 116,609 

計 ― 11,757,719 

４ 森林災害復旧事業等の実施状況（5/28 現在） 

(1) 森林再生対策 

① 森林災害復旧事業（担当：市） 

事業区分 年度 施行場所 実施数量 実施区分 

伐採搬出 

R7 三陸町綾里字熊ノ入地内 市有林 19.37ha 完了 

R7(繰) 
〃 

市有林 3.47ha 実施中 

(R8.8 完了予定) 

跡地造林 R8 〃 造林(スギ) 19.37ha 実施中 

作業路開設 R7 - 実績なし - 

② 森林整備事業（担当：県） 

事業区分 年度 施行場所 実施数量 実施区分 

伐採搬出 R8 三陸町綾里地内 私有林 3.00ha 計画 

跡地造林 
R8 三陸町綾里地内 造林 6.50ha 計画 

R8    〃 防護柵 3,540m 計画 

作業路開設 R8 - 計画なし - 

下刈り R8 三陸町綾里地内  26.50ha 計画 

③ いわて環境の森整備事業（森林環境再生造林）（担当：県） 

事業区分 年度 施行場所 実施数量 実施区分 

跡地造林 

R8 三陸町綾里地内 造林 2.20ha 実施中 

R8 三陸町綾里地内 造林 3.99ha 計画 

R8 三陸町綾里地内 防護柵 1,000m 実施中 

R8 三陸町綾里地内 防護柵 2,174m 計画 

作業路開設 R8 - 計画なし - 
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(2) 土砂流出対策 

① 治山事業（担当：県） 

区分 治山ダム等(箇所) 森林整備(ha) 

災害関連緊急治山 
計画 9 地区 11 施設 - 

うち完了 3 地区 3 施設 - 

防災林造成 計画 - 1 地区 7.50ha 

林地荒廃防止 計画 1 地区 1 施設 - 

② 砂防事業（担当：県） 

区分 砂防堰堤等(箇所) 

災害関連緊急砂防 計画 5 地区 5 施設 

通常砂防 計画 1 地区 1 施設 

 

(3) 関連する取組 

① 新たな取組や新技術の導入 

ア 被災木の集積ポイントの設置 

所在地 面積 状況 

三陸町綾里字港地内 約 0.10ha 使用中 

三陸町吉浜字扇洞地内 約 1.00ha 使用可能。搬入実績なし。 

猪川町字長洞地内 約 1.50ha 林地開発の事務手続は、完了した。 

許可権者（県）から使用前の条件として、素掘り側

溝の拡幅等が付されたため、市で作業を調整中。 

作業完了後、許可権者（県）の確認を経て、使用を

開始し、搬入を開始する予定。 

② 路網の整備 

ア 林道の開設（担当：県） 

林道甫嶺線 計画 5,600m 開設済み 980m 

全線開設に向けて、工事延伸中。 

 

(4) 関連事業 

① 大船渡市被災危険木除去事業（担当：市） 

年度 施行場所 実施数量 実施区分 

R7 三陸町綾里字小路地内他 23 件 補助金額 1,154 万円 完了 

② 水源林造成事業（担当：国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター） 

事業区分 年度 施行場所 実施数量 実施区分 

伐採搬出 R8 赤崎町字清水地内 私有林 11.94ha 実施中 

跡地造林 
R8    〃 造林 11.94ha 実施中 

R8    〃 防護柵 9,000m 実施中 

作業路開設 R8    〃  3,315m 実施中 

③ 市有林Ｊ-クレジット創出事業（担当：市） 

プロジェクト登録に係る計画書の作成に着手。（専門事業者へ登録支援に係る業務委託契

約を締結） 
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(5) その他 

① 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出状況（担当：市） 

事業区分 年度 施行場所 実施数量 

伐採 R7 三陸町綾里地内ほか 私有林 14 件 22.83ha 

造林 R7 〃 

天然更新 20.05ha 

人工造林 2.48ha 

その他(砂防用地へ) 0.30ha 

 

５ 参考 

(1) 森林災害復旧事業等の概要 

引用元： 「令和７年大船渡市大模林林野火災等に係る森林再生計画」から抜粋。 

① 森林再生対策 

ア 森林災害復旧事業 

【国庫補助】 

(ア)概要 

激甚災害を受けた人工林

を復旧するために行う事業 

(イ)主な事業内容 

㋐被災木の伐採及び搬出 

㋑跡地造林 

㋒作業路開設 

(ウ)事業主体 

 市 

(エ)対象森林所有形態 

㋐私有林※ 

㋑市有林 

※ 私有林には、焼損が著

しく分収林として管理を

継続することが困難とな

り、契約を解除した県行

造林を含む 

イ 森林整備事業 

【国庫補助】 

(ア)概要 

㋐特定機能回復事業 

気象害等による被害森

林において、地方公共団体

と所有者等が締結する協

定に基づき、被害森林を復

旧する事業 

㋑森林環境保全直接支援事

業 

森林施業の集約化等を

通じて施業の低コスト化

を図りつつ、計画的に整備

する事業 

(イ)主な事業内容 

㋐被災木の伐採及び搬出 

㋑跡地造林 

㋒下刈り 

(ウ)主な事業主体 

㋐市 

㋑林業事業体 

㋒森林経営計画作成者 

(エ)対象森林所有形態 

㋐私有林 

㋑市有林 

ウ いわて環境の森整備事業

（森林環境再生造林） 

【県補助】 

(ア)概要 

公益上重要でありながら、

植栽によらなければ早期の

更新が困難な森林について、

人工造林等を行う事業 

(イ)主な事業内容 

㋐人工造林 

㋑下刈り 

(ウ)主な事業主体 

㋐林業事業体 

㋑特定非営利活動法人 

(エ)対象森林所有形態 

私有林 

※ 森林整備事業、いわて環境の森整備事業の事業内容については、大船渡市の「大船渡市森林

整備推進事業」による上乗せ助成により、森林所有者等の実質負担は「なし」となるもの。 
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② 土砂流出対策 

ア 治山事業【国庫補助】 

(ア)概要 

国の災害関連緊急治山事業等を活用し、治

山ダム等の整備を進めるとともに、治山ダム

整備と一体的に森林整備を進める。 

(イ)主な事業内容 

治山ダム ９か所、森林整備 40ha  

(ウ)事業主体 

  県 

イ 砂防事業【国庫補助】 

(ア)概要 

国の災害関連緊急砂防事業を活用し、砂防

堰堤等の整備を進める。 

(イ)事業内容 

砂防堰堤 ５か所 

（新設３か所、既設堰堤改築２か所） 

(ウ)事業主体 

  県 

 

③ 関連事業 

ア 大船渡市被災危険木除去事業【市補助】 

(ア)概要 

道路等の公共施設や建造物などに倒木被害

を与えるおそれがある私有の被災危険木の伐

倒処理経費の一部を助成。 

(イ)補助対象者 

被災危険木を所有する個人、団体 

(ウ)補助対象経費 

㋐被災危険木の伐倒経費 

㋑被災危険木の除去及び処理経費 

(エ)補助金額 

対象経費の 10 分の９(上限 90 万円） 

イ 水源林造成事業 

(ア)概要 

土地所有者の自助努力では適正な森林整備

が見込めない保安林等において、土地所有者

等と国立研究開発法人森林研究・整備機構森

林整備センターが締結する分収造林契約に基

づき、水源をかん養するための森林「水源林」

を造成する事業 

(イ)事業内容 

水源かん養保安林又は予定地における植栽

及び保育等の森林施業の実施 

(ウ)事業主体 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林

整備センター 

 



作業中 完了後

林道甫嶺線

森林災害復旧事業
（R7年度 伐採搬出 市有林19.37ha）

林道甫嶺線
（計画 延長5,600m 幅員4.0m）

森林災害復旧事業等位置図
（資料１関係）

激
全焼又は
部分的焼損

大
高さ２ｍ
以上の焼損

中
高さ２ｍ程度
までの焼損

小
根元30㎝
までの焼損

樹種や林齢が同一の森林ごとに図示したもので延焼範囲と一致しない場合があります。
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令和７年 10 月８日 改正 

大船渡市森林整備推進事業のお知らせ 

大規模林野火災の被災森林の再生を推進するため、事業内容と補助金額を拡充しました。 

被災した森林所有者の経済的な負担を大幅に軽減できます。ぜひご活用ください。 

１ 補助対象者 

 

区分 説明 

森林所有者 森林法第２条２項に規定する森林所有者 

森林組合等 森林組合・生産森林組合・森林組合連合会 

民間事業者 
森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）第 36 条第２項の規定により県が

公表する、大船渡市を事業区域とする民間事業者 

 

２ 補助対象事業と補助金額 

 補助対象事業 森林整備事業・いわて環境の森整備事業の対象となる事業 

【通常】 

 事業内容 補助金額 備考（控除額） 

人工造林 

国・県補助金等を控除した額の 

１／２ 

国・県補助金並びにその他補助金

及び助成金の交付を受けた場合

は、その額を控除した額 

下刈 

除伐 

保育間伐 

間伐 

鳥獣被害防止施設等整備 

【被害森林整備】★新設 今回新たに拡充した事業 ★印が拡充内容 

 事業内容 補助金額 

特殊地拵 ★新設 国・県補助金等を控除した額の 

10/10 

※経費は岩手県森林整備事業標準単価に乗じた額以内 

「大規模林野火災の被災森林の再生に係る 

森林所有者等の負担を実質なしへ」 

人工造林 ★新設 

鳥獣被害防止施設等整備 ★新設 

下刈 ★新設 

 

  

参考：資料１関係 

（fuzok） 
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３ 申請の流れ 

 

手順１ 岩手県へ補助対象事業（森林整備事業・いわて環境の森整備事業）の申請 

①補助対象事業

の国県事業の要

件等を確認 

▶ 
②補助対象事業

の実施 
▶ 

③岩手県へ補助

対象事業の申請 
▶ 

④岩手県から補

助金交付決定 
▶ 手順２へ 

 

手順２ 大船渡市へ「大船渡市森林整備推進事業」の申請 

①市への問い合わせ ▶ ②市へ補助金交付申請 ▶ 
③市が審査・交付決

定・補助金の交付 

 

お問い合わせ・申請窓口 

大船渡市 林野火災対策局 

電話 0192-27-3111（内線 337・338） 

申請様式のダウンロードはこちらへ 

 

大船渡市森林整備推進事業  検索 

または 
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